
蒲郡市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 蒲郡市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業（以下「事業」という。）は、

身体障害者手帳の交付の対象とならない１８歳以下の軽度・中等度難聴児に対し、

補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することにより、言語習得、教

育等における健全な発育を支援し、難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者（以下「対象児」

という。）とする。 

⑴ 蒲郡市内に住所を有する１８歳以下の者（１８歳の者にあっては１８歳に達

した日の属する年度の末日まで）であること。 

⑵ 両耳の聴力レベルが３０ｄＢ以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とな

らない者であること。 

⑶ 補聴器の装用により、言語習得、教育等における効果が期待できると医師が

判断する者であること。 

⑷ 対象児の属する世帯に、市町村民税（特別区民税を含む。以下同じ。）の所得

割の額（その額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号）第６５条

の３の規定を準用する。）が４６万円以上の者がいないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱又は他の公費助成制度による助成を受

けて補聴器を購入し、当該助成の決定日から５年を経過していない者については、

新たな補聴器の購入のための助成の対象としない。 

（助成の対象となる補聴器） 

第３条 助成の対象となる補聴器は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の

額の算定等に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２８号。以下「算定基

準」という。）に定める補聴器とする。ただし、修理については、この要綱に基づ

いて購入した補聴器のイヤモールドのみを助成の対象とする。 

（助成額） 

第４条 助成額は、算定基準に定める額と補聴器の購入又は修理に要する費用（以

下「補聴器購入費等」という。）のいずれか低い額の３分の２とする。ただし、補



聴器１個の場合は３６，０００円を、補聴器２個（両耳装用）の場合は７２，０

００円をそれぞれの上限額とする（この金額には算定基準に定めるイヤモールド

の費用を含むものとする。）。 

２ 助成額は、１円未満を切り捨てるものとする。 

（申請） 

第５条 助成を受けようとする対象児の保護者（以下「申請者」という。）は、補聴

器を購入し、又は修理する前に、次に掲げる書類（修理の場合にあっては、第２

号を除く。）を市長に提出するものとする。 

⑴ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書（第１号様式） 

⑵ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成についての意見書（第２号様式） 

⑶ 見積書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第２号に規定する意見書は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条第１項に規定する医師が作成したものとする。 

３ 第１項第３号に規定する見積書は、本市の補装具費支給制度における代理受領

申出書の提出がある補聴器取扱業者（以下「登録業者」という。）が作成したもの

とする。 

（助成決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成

することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書

（第３号様式）により、助成しないことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児

補聴器購入費等助成却下決定通知書（第４号様式）により速やかに申請者に通知

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により助成の決定の通知をするときは、あわせて軽度・中

等度難聴児補聴器購入費等助成券（第５号様式。以下「助成券」という。）を当該

助成の決定を受けた申請者（以下「助成決定者」という。）に交付するものとする。 

（費用の請求） 

第７条 助成決定者は、当該助成の決定に係る補聴器を購入し、又は修理した際は、

補聴器購入費等から第４条に規定する助成額を減じた額（以下「利用者負担額」

という。）を直接登録業者に支払うとともに、登録業者に対し、委任者の欄に記名

押印した助成券を提出することにより、助成額の受領の権限を委任するものとす



る。 

２ 前項の規定により委任を受けた登録業者は、助成決定者に代わって助成額を受

けようとするときは、請求書に受任者の欄に記名押印した助成券を添えて、市長

に請求するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成額を登録業者に支払うも

のとする。 

（用具の管理） 

第８条 助成決定者は、当該助成決定に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

２ 市長は、助成決定者が前項の規定に違反したときは、当該者に対し、当該補聴

器に係る助成の決定を取り消し、当該決定に係る助成額の全部又は一部の返還を

命ずることができる。 

 （雑則） 

第９条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

実施要綱の規定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


